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定時株主総会招集ご通知

ご来場の株主様へのお土産はお配りいたしません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

証券コード：7879

日時 2026年２月26日（木曜日）午前10時
〔受付開始は午前９時30分〕

書面（郵送）又はインターネットによる議決権行使期限
2026年２月25日（水曜日）午後５時45分まで

場所 東京都千代田区神田駿河台三丁目11−１
三井住友海上駿河台新館
TKPガーデンシティ御茶ノ水 3階
カンファレンスルーム３B〜３C
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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証券コード 7879
2026年２月９日

（電子提供措置の開始日 2026年２月３日）
株 主 各 位

東京都台東区浅草橋５丁目13番６号

代表取締役社長 野 田 励

第88回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第88回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供

措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサ
イトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認
くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト
https://www.noda-co.jp/corporate/ir/stocks/shareholders.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェ
ブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトにアクセスして、
「銘柄名（会社名）」に「ノダ」又は「コード」に当社証券コード「7879」（半角）
を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」に
ある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって議
決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のう
え、３ページから４ページに記載のとおり、2026年２月25日（水曜日）午後５時
45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年２月26日（木曜日）午前10時〔受付開始は午前９時30分〕
2. 場 所 東京都千代田区神田駿河台三丁目11―１ 三井住友海上駿河台新館

ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水 ３階 カンファレンスルーム３B〜３Ｃ
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第88期（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

2. 第88期（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日）計算書類報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役11名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（１）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する

賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（２）書面（郵送）及びインターネットにより重複して議決権行使された場合は、インター

ネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
（３）インターネットにより複数回、議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効

な議決権行使としてお取り扱いいたします。
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に
基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。し
たがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査役が監査報告を、
会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した対象書類の一部であります。
① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制

等の運用状況の概要」
② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
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議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　
）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

賛成の場合 「賛」の欄に〇印
反対する場合 「否」の欄に〇印
第２号議案

第１号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
全員反対する場合 「否」の欄に〇印
一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

●

●

●

●

●

※議決権行使書用紙はイメージです。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い
申しあげます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

書面（郵送）で議決権を
ご行使される場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご
表示いただき、行使期限までに到着
するようご返送ください。郵送の際
は、同封の記載面保護シールをご利
用ください。

インターネットで議決権を
ご行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

株主総会に
ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

行使期限

2026年２月25日（水曜日）

午後５時45分到着分まで

行使期限

2026年２月25日（水曜日）

午後５時45分入力完了分まで

日 時

2026年２月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
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議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　
）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み
取ってください。

1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使
コード」を入力

「次へ」をクリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください

「登録」をクリック

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。
2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。
3

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

（受付時間　年末年始を除く9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

0120-768-524
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議
決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。
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事 業 報 告
（自 2024

至 2025
年
年
12
11

月
月

１
30

日
日）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度（2024年12月〜2025年11月）におけるわが国経済は、物価
上昇の影響などから個人消費に弱さが見られたものの、雇用・所得環境の改善な
どを背景に景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、深刻化
する人手不足、不安定な為替相場、米国の対外政策の動向、地政学リスクの高ま
りなど多くの不確実要因を抱え、依然として先行き不透明な状況が続きました。
住宅業界においては、建築費高騰や職人不足などの影響から需要の低迷が続き

ました。新設住宅着工戸数は、期初から低水準で推移するなか2025年４月施行
の法改正（建築基準法、建築物省エネ法）に伴う建築確認審査の遅れにより同月
以降は大幅減となり、当期の総戸数は前期比6.6％減、比較的堅調に推移してい
た貸家も4.6％減（木造の貸家は0.6％増）となりました。また、合板について
は本格的な荷動きの回復には至らなかったものの、前期まで下げ局面が続いてい
た国産針葉樹合板の販売価格は、期初を底に上半期は緩やかながら値戻しが進み
ました。
このような厳しい事業環境において当社グループは、内装建材シリーズ「カナ

エル」や構造用面材「HBW」などの拡販に注力し、新規顧客の獲得や既存顧客
との取引深耕を図りました。また、合板やMDF（中質繊維板）など素材につい
ては、引き続き需要動向を注視しながら仕入・生産を行い、コストに見合った適
正な販売価格の設定に努めました。さらに、原材料や製造工程の見直し、配送効
率の向上、固定費のコントロールなどコスト上昇への対応や生産性向上の徹底に
取り組みました。しかしながら、長引く住宅需要の低迷により販売量が伸び悩む
なか、原材料・副資材価格、物流費、電力料などの上昇もしくは高止まりに加
え、合板の平均販売価格が前期を大幅に下回ったことから、収益性は著しく低下
いたしました。
この結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高64,686百万円（前期

比3.5％減）、営業損失47百万円（前期は営業利益444百万円）、経常損失29百
万円（前期は経常利益675百万円）となりました。また、減損損失の計上によ
り、親会社株主に帰属する当期純損失829百万円（前期は親会社株主に帰属する
当期純損失4,612百万円）となりました。

事業別の業績概要は次のとおりであります。
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＜木質建材事業＞
木質建材については、省施工、高意匠、バリアフリーなどお客様の多様なニー

ズにお応えすべく、内装建材シリーズ「カナエル」を主軸とした販売に引き続き
注力いたしました。また、木造集合住宅等における生活音対策として、軽量・重
量いずれの床衝撃音も低減する木造遮音・防火工法「シャーオン」の提案を強化
し、材工（施工付き販売）の拡大や防音フロアの拡販も図りました。MDFにつ
いては、2025年４月施行の法改正による建築物の省エネ化や構造計算に関する
規制強化を踏まえ、各種セミナーの開催等により耐震性能や透湿性能に優れた
「HBW」（構造用ハイベストウッド）の提案に引き続き注力いたしました。さら
に、当連結会計年度より連結範囲に含めた㈱アリモト工業との営業・施工分野で
のさらなる連携強化を図りました。
これらの取り組みによって、貸家市場やリフォーム・リノベーション市場の開

拓については一定の成果を上げることができましたが、新築戸建向けの販売量の
落ち込みをカバーしきれず前期比で減収となりました。利益については、固定費
のコントロールや生産性向上の徹底に加え、前期の減損損失計上に伴い当期の減
価償却負担が軽減されたことなどから、前期比で増益となりました。
この結果、木質建材事業の売上高は39,804百万円（前期比1.3％減）、営業利

益は808百万円（前期は営業損失10百万円）となりました。

＜合板事業＞
国内需要が依然として弱含みで推移するなか、国産針葉樹合板・輸入南洋材合

板のいずれも販売量の本格的な回復には至らず、当期の平均販売価格は前期を下
回りました。
国産針葉樹合板については、前期まで約２年にわたり販売価格の下落が続いて

いましたが、生産調整を継続して適正な在庫水準の維持と販売価格の設定に努め
た結果、当期の期初には販売価格が底を打ち、緩やかな上昇傾向に転じました。
しかし、実需不足により販売競争が激化するなか、販売価格は下半期ほぼ横ばい
となり、期末にかけては若干の値下がりとなりました。また、輸入南洋材合板に
ついては、需要の低迷により仕入コスト高を販売価格に転嫁できず、低採算の厳
しい状況が続きました。
この結果、合板事業の売上高は24,881百万円（前期比6.8％減）、営業利益は

898百万円（前期比59.3％減）となりました。
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＜事業別の売上高及び損益＞

区 分 売上高（百万円） 営業損益（百万円）前期比（％） 構成比（％） 前期比（％）
木 質 建 材 事 業 39,804 △1.3 61.5 808 ―

合 板 事 業 24,881 △6.8 38.5 898 △59.3

調 整 額 ― ― ― △1,755 ―

合 計 64,686 △3.5 100.0 △47 ―
（注） 前連結会計年度まで非連結子会社だった㈱アリモト工業を当連結会計年度より連結の範

囲に含め、それに伴い事業の名称を従来の「住宅建材事業」から「木質建材事業」へ変
更しました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は3,395百万円であり、その主な

ものは当社及び連結子会社石巻合板工業㈱並びに連結子会社アドン㈱の生産設備
における品質、生産効率改善投資などであります。

（3）資金調達の状況
特に記載すべき重要な事項はありません。

（4）対処すべき課題
今後のわが国経済は、賃上げの継続による所得環境の改善が期待される一方、

物価高や金利上昇の影響に加え、海外経済の不確実性もあり、依然として先行き
不透明な状況が続く見込みです。
住宅業界においては、国内人口や世帯数の減少に加え、住宅ローン金利の上昇

や建築費の高騰により、新設住宅着工戸数は当面、弱含みで推移すると予想され
ます。一方で、住み替え需要は底堅いものがあり、木造集合住宅の着工は増加傾
向にあります。また、既存住宅の性能向上ニーズや住宅ストックの有効活用への
関心の高まりから、リフォーム・リノベーション市場は堅調に推移するものと思
われます。
当社グループはこのような事業環境のもと、新規顧客の獲得や既存顧客との取

引深耕を図るため、付加価値提案の強化によりブランドイメージの向上に取り組
み、新築戸建市場における競争力強化や貸家・リフォーム市場のさらなる開拓を
推進してまいります。そのための取り組みとして、「シャーオン」や「HBW」の
提案強化に加え、深刻化する職人不足の解決に貢献する省施工製品の拡販、施工
子会社㈱ナフィックスや各地の施工業者との連携による材工販売の拡大、多様化
するニーズに応えるデザイン性・機能性を備えた新製品の投入などにより、安定
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的な収益の確保に努めます。また、木製外構構造物の営業・施工について㈱アリ
モト工業、㈱ナフィックスとの連携をさらに深め、公共・商業施設など非住宅市
場の開拓を一層推進いたします。
合板やMDFなど素材については、需要動向を注視しながら機動的な生産調整

と在庫管理を行い、コストに見合った適正な販売価格の設定に努めるとともに、
中・大規模建築物向け用途開発にも引き続き取り組みます。また、原材料や製造
工程の見直し、配送効率の向上、固定費のコントロールなどを通じて生産性向上
やコスト削減を徹底し、収益性の改善を図ります。さらに、DX推進による業務
効率化、人材育成、職場環境改善、災害対策や安全管理の徹底など経営基盤の強
化に努めます。
なお、これらと並行し、サステナビリティへの取り組みの一環として、植林に

より再生可能な木材資源である国産材を使用した国産針葉樹合板や、再生資源・
未利用資源である廃木材のチップを使用したMDFを積極的に活用するとともに、
健全な森林を整備するため合板やMDFの原材料として間伐材を積極的に受け入
れております。また、新たな付加価値を創出するアップサイクルの取り組みとし
て、合板の製造過程で発生する芯材（丸太の剥き芯）から精油を抽出し、「ヒノ
キエッセンシャルオイル」として製造・販売しております。これらの取り組みを
通じて、引き続きCO2の削減、持続可能な森林循環の実現、地域林業の活性化
に貢献してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願い申しあげます。
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（5）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別

区 分
第 85 期

2022年11月期
第 86 期

2023年11月期
第 87 期

2024年11月期

（当連結会計年度）
第 88 期

2025年11月期
売 上 高 81,012百万円 73,227百万円 67,039百万円 64,686百万円
営業利益又は営業損失(△) 9,797百万円 4,701百万円 444百万円 △47百万円
経常利益又は経常損失(△) 10,332百万円 5,019百万円 675百万円 △29百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△) 6,056百万円 2,834百万円 △4,612百万円 △829百万円
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) 372円51銭 176円53銭 △291円77銭 △52円97銭

総 資 産 76,632百万円 76,371百万円 74,182百万円 72,807百万円
純 資 産 40,730百万円 44,041百万円 38,922百万円 39,550百万円
１ 株 当 た り 純 資 産 2,248円63銭 2,416円67銭 2,140円40銭 2,175円43銭

② 当社の財産及び損益の状況
期 別

区 分
第 85 期

2022年11月期
第86期

2023年11月期
第87期

2024年11月期
（当期）第88期
2025年11月期

売 上 高 53,415百万円 49,052百万円 46,103百万円 44,755百万円
営業利益又は営業損失(△) 1,946百万円 △451百万円 △1,545百万円 △637百万円
経常利益又は経常損失(△) 2,293百万円 440百万円 △590百万円 127百万円
当期純利益又は当期純損失(△) 1,556百万円 448百万円 △4,855百万円 △274百万円
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) 95円73銭 27円94銭 △307円16銭 △17円55銭

総 資 産 45,501百万円 43,920百万円 39,913百万円 39,813百万円
純 資 産 19,231百万円 19,237百万円 13,533百万円 13,569百万円
１ 株 当 た り 純 資 産 1,197円80銭 1,198円18銭 864円44銭 866円77銭

（6）重要な親会社及び子会社の状況（2025年11月30日現在）
① 親会社との関係

該当事項はありません。
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② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

石巻合板工業株式会社 330百万円 80.00％ 合板の製造、販売

ア ド ン 株 式 会 社 30 100.00 建材製品（建具、収納家具）の製造

株式会社ナフィックス 30 100.00 建設（住宅関連工事）、建設資材販売

アイピーエムサービス株式会社 20 100.00
（100.00） 合板の加工

株式会社アリモト工業 10 100.00
（33.33）

木製外構構造物の設計、施工、製造、
販売、メンテナンス等

PT. SURA INDAH WOOD
INDUSTRIES（スラインダー社） 9百万米ドル 100.00

（0.67）
建材製品（建具、造作材、収納家具）
の製造

（注） 議決権比率の（ ）内は、間接所有の比率を内数で表示しております。

③ その他重要な関連会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

SANYAN WOOD INDUSTRIES
SDN. BHD.（サンヤン社）20百万マレーシア

リンギット
49.00

（49.00
％
） 合板の製造

（注） 議決権比率の（ ）内は、間接所有の比率を内数で表示しております。

当社の連結子会社は上記の「② 重要な子会社の状況」に記載の６社であり、
持分法適用会社は上記の「③ その他重要な関連会社の状況」に記載の１社であ
ります。

（7）主要な事業内容（2025年11月30日現在）
当社グループの事業区分は、内装材、住宅機器他及び繊維板の製造販売、住宅

関連工事並びに外構構造物の設計施工等をしている「木質建材事業」と、合板の
輸入・製造販売をしている 「合板事業」に区分しております。
事 業 区 分 主 要 な 事 業 内 容

木 質 建 材 事 業

内 装 材 床材、内壁材、造作材、階段、框・式台

住 宅 機 器 他 ドア、引戸、クローゼット、開口部材、玄関収納、
収納機器、住宅構造材、モルタル下地材、その他

繊 維 板 ＭＤＦ（中質繊維板）

住 宅 関 連 工 事 住宅関連工事の請負

外 構 構 造 物 木製外構構造物の設計施工等

合 板 事 業 針 葉 樹 合 板
南洋材合板 他 普通合板、構造用合板、型枠合板
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（8）主要な営業所及び工場等（2025年11月30日現在）
① 当 社
・本 社：東京都台東区
・営 業 拠 点：北海道（札幌市）、旭川、帯広、青森、北東北（盛岡市）、東北

（仙台市）、郡山、東京（台東区）、千葉、柏、埼玉（さいたま
市）、高崎、宇都宮、茨城（水戸市）、横浜、厚木、西東京（八
王子市）、甲府、新潟、長野、静岡、沼津、浜松、名古屋、三
重（鈴鹿市）、三河（岡崎市）、岐阜、北陸（金沢市）、大阪、
京奈（京都市）、兵庫（神戸市）、中四国（広島市）、北九州、
大分、福岡、長崎（諫早市）、熊本、宮崎、南九州（鹿児島
市）、沖縄（那覇市）、他

・ショールーム：東京都台東区、仙台市、横浜市、静岡市、名古屋市、大阪市、
福岡市

・工 場：静岡県静岡市、静岡県富士市

② 子会社及び関連会社
〔国内〕石 巻 合 板 工 業 株 式 会 社 ：宮城県石巻市

ア ド ン 株 式 会 社 ：静岡県静岡市
株 式 会 社 ナ フ ィ ッ ク ス ：東京都台東区
アイピーエムサービス株式会社 ：宮城県石巻市
株 式 会 社 ア リ モ ト 工 業 ：鹿児島県鹿屋市

〔海外〕PT. SURA INDAH WOOD INDUSTRIES
（スラインダー社） ：インドネシア
SANYAN WOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
（サンヤン社） ：マレーシア

（9）従業員の状況（2025年11月30日現在）
① 企業集団の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

1,798名 37名増

（注） 上記従業員数は就業人員で表示しております。また、臨時雇用者は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,031名 ５名減 44.2歳 19.2年

（注） 上記従業員数は就業人員で表示しております。また、臨時雇用者は含んでおりません。
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（10）主要な借入先（2025年11月30日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 静 岡 銀 行 2,485百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,296
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,633
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,393
株 式 会 社 七 十 七 銀 行 1,000
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 770
株 式 会 社 清 水 銀 行 700
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 565

2. 会社の株式に関する事項（2025年11月30日現在）
（1）発行可能株式総数 68,303,200株
（2）発行済株式の総数 17,339,200株（自己株式1,683,586株を含む)
（3）株 主 数 5,224名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
野 田 有 一 2,794千株 17.9％
野 田 周 子 1,022 6.5
三 井 物 産 株 式 会 社 690 4.4
株 式 会 社 静 岡 銀 行 640 4.1
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 562 3.6
東京海上日動火災保険株式会社 544 3.5
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 455 2.9
野 田 章 三 437 2.8
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 363 2.3
株 式 会 社 ジ ュ ー テ ッ ク 358 2.3

（注）1. 当社は自己株式1,683,586株を保有しておりますが、上記大株主から除いておりま
す。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 持株数については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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3. 新株予約権等に関する事項（2025年11月30日現在）
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2025年11月30日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 野 田 励

代 表 取 締 役 専 務 野 田 四 郎
国産材活用事業部長
石巻合板工業株式会社代表取締役社長
アイピーエムサービス株式会社代表取締役社長

常 務 取 締 役 髙津原 健太郎 建材事業部長
株式会社ナフィックス代表取締役社長

取 締 役 宮 田 佳 明 ICTソリューション推進部担当兼海外事業推進室長
取 締 役 良 知 正 啓 経理部担当兼経営企画部長兼総務部長兼人事部長

取 締 役 新 美 泰 品質保証部、富士川保全エネルギーセンター、富士
川事業所担当兼建材製造本部長

取 締 役 天 岸 知 樹 清水保全エネルギーセンター、清水事業所担当兼繊
維板事業部長

取 締 役 服 部 裕 仁 製品開発部長
取 締 役 渡 邉 慎 也 物流部長
取 締 役 塩 坂 健

取 締 役 髙 井 章 光

髙井総合法律事務所代表パートナー
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役
株式会社NEW ART HOLDINGS社外監査役
株式会社コジマ社外取締役（監査等委員）
大和証券リビング投資法人監督役員

常 勤 監 査 役 長谷川 倫 源

監 査 役 三 浦 悟
三浦公認会計士事務所代表
ショーボンドホールディングス株式会社社外取締役
（監査等委員）

監 査 役 上 原 敏 彦

監 査 役 春 山 直 輝 春山公認会計士事務所所長
公益財団法人ノバルティス科学振興財団監事

（注）1. 取締役塩坂 健氏及び取締役髙井章光氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。

2. 監査役三浦 悟氏及び監査役春山直輝氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役
であります。
なお、監査役三浦 悟氏は公認会計士及び税理士、監査役春山直輝氏は監査法人での
勤務経験を有する公認会計士であり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。
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3. 当社は、取締役塩坂 健氏及び取締役髙井章光氏並びに監査役春山直輝氏を、東京証
券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

4. 2025年12月１日付で、取締役の担当を次のとおり変更いたしました。
取締役 良知正啓 経理部、市場開発部担当兼経営企画部長兼総務部長兼人事部長

5. 2026年１月26日付で、取締役新美 泰氏はアドン株式会社の代表取締役社長に就任
いたしました。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく損害賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額で
あります。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役（退任した者も含む）並び

にそれらの相続人を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員
等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に

起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争
訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、犯罪行
為や法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等
は補填対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれな
いように措置を講じております。なお、全ての被保険者について、保険料は会
社が全額負担しております。
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（4）取締役及び監査役の報酬等
① 当事業年度に係る報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等（賞与）非金銭報酬等

取 締 役 115 115 ― ― 11
（うち社外取締役） （13） （13） （―） （―） （２）
監 査 役 26 26 ― ― ４
（うち社外監査役） （９） （９） （―） （―） （２）

合 計 141 141 ― ― 15
（うち社外役員） （22） （22） （―） （―） （４）

（注） 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等（６名に対し50百万円）
は含まれておりません。

② 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等（賞与）に係る業績指標には子会社からの受取配当金を除

く経常利益を採用しており、当事業年度の実績は512百万円の経常損失であ
ります。その採用理由は、当該指標が単年度の会社の収益力を示しており、
取締役の報酬算定の基礎としてふさわしいものと判断したためであります。

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、1992年２月20日開催の第54回定時株主総会において

年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されており
ます。当該株主総会終結時点の取締役の員数は17名です。
監査役の報酬額は、1996年２月28日開催の第58回定時株主総会において

年額60百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の
員数は４名（うち社外監査役２名）です。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

を決議しております。その概要として、各取締役の報酬は、役職位に応じた
固定報酬部分と前年度の個人別成果を反映した成果報酬部分から成る基本報
酬と、会社業績及び個人別評価をベースに算定する賞与で構成することとし
ております。
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⑤ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議により、代表取締役社長野田 励氏及び代表取締役専務

野田四郎氏（国産材活用事業部長）が、当事業年度に係る取締役の個人別の
評価を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ
各取締役の職責や業績への貢献度等について公平公正な評価を行うには、代
表取締役が最も適していると判断したためであります。なお、当事業年度に
係る取締役の個人別の報酬等については、個人別の成果や事業部門の業績が
適正に反映されており、また、代表取締役の協議により決定していることか
ら、取締役会において決議された役員報酬の決定方針に沿うものであると判
断しております。

（5）社外役員に関する事項
《社外取締役 塩坂 健氏》
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。
② 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席いたしました。
他社での会社経営に関する豊富な知識や経験に加え、業界に関する幅広い知
識を活かし、客観的な立場から助言や指摘を適宜行う等、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

《社外取締役 髙井章光氏》
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外取締役髙井章光氏は髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社
テイクアンドギヴ・ニーズの社外監査役、株式会社NEW ART HOLDINGS
の社外監査役、株式会社コジマの社外取締役（監査等委員）及び大和証券リ
ビング投資法人の監督役員を兼職しております。なお、当社と各兼職先との
間に特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席いたしました。他社にお

いて会社更生管財人代理として会社経営に関与した経験に加え、弁護士とし
ての法律に関する専門知識や経験等を活かし、客観的な立場から助言や指摘
を適宜行う等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。

《社外監査役 三浦 悟氏》
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外監査役三浦 悟氏は三浦公認会計士事務所の代表者及びショーボンドホ
ールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しております。
なお、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、また監査役会には

12回全てに出席いたしました。主に公認会計士及び税理士としての専門的見
地から、また客観的な立場から助言や指摘を適宜行う等、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

《社外監査役 春山直輝氏》
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外監査役春山直輝氏は春山公認会計士事務所所長及び公益財団法人ノバ
ルティス科学振興財団監事を兼職しております。なお、当社と各兼職先との
間に特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、また監査役会には

12回全てに出席いたしました。公認会計士として長年にわたり企業の監査業
務に携わった経験等を活かし、客観的な立場から助言や指摘を適宜行う等、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

5. 会計監査人の状況（2025年11月30日現在）
（1）名 称 有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る報酬等の額 66百万円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 86百万円

（注） 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の
金額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料

の入手や報告を通じて監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の
監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの
妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の
同意を行っております。
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（4）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対し、事業譲渡に係るアドバイザリー業務に関する業務

委託契約に基づく報酬として19百万円を、また、「再生可能エネルギー電気の
利用の促進に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手
続に係る業務に関する報酬として0.9百万円を、それぞれ支払っております。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任す
る方針です。
また、上記のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生に

より、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総
会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締
役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する方針です。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
以上のご報告は、次の方法により記載しております。
（1）金額は、表示桁数未満を切り捨てにより表示しております。
（2）比率は、表示桁数未満を四捨五入により表示しております。
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連結貸借対照表
（2025年11月30日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
電 子 記 録 債 権
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
立 木
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

43,667
19,228
11,891

379
6,584
1,456
3,071
1,056
29,139
17,756
5,607
4,775
301

6,277
123
473
199
359
46

313
11,023
10,098

91
835
△2

流 動 負 債 23,177
支払手形及び買掛金 9,308
電 子 記 録 債 務 1,292
短 期 借 入 金 8,015
未 払 金 1,958
未 払 法 人 税 等 101
設 備 関 係 支 払 手 形 787
そ の 他 1,712

固 定 負 債 10,079
長 期 借 入 金 3,288
リ ー ス 債 務 385
環 境 対 策 引 当 金 10
長 期 未 払 金 70
役員退職慰労引当金 13
退職給付に係る負債 5,011
繰 延 税 金 負 債 1,289
そ の 他 10

負 債 合 計 33,256
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 29,829
資 本 金 2,141
資 本 剰 余 金 1,587
利 益 剰 余 金 27,275
自 己 株 式 △1,174

その他の包括利益累計額 4,227
その他有価証券評価差額金 2,997
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 11
為 替 換 算 調 整 勘 定 842
退職給付に係る調整累計額 376

非支配株主持分 5,492
純 資 産 合 計 39,550

資 産 合 計 72,807 負債及び純資産合計 72,807
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
（自 2024

至 2025
年
年
12
11

月
月

１
30

日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 64,686
売 上 原 価 51,610

売 上 総 利 益 13,075
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,123

営 業 損 失 47
営 業 外 収 益
受 取 利 息 21
受 取 配 当 金 230
受 取 保 険 金 2
そ の 他 107 361

営 業 外 費 用
支 払 利 息 137
売 上 債 権 売 却 損 56
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 125
そ の 他 23 343
経 常 損 失 29

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 5 5

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 212
減 損 損 失 318 530

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 554
法人税、住民税及び事業税 283
法 人 税 等 調 整 額 △152 131
当 期 純 損 失 685
非支配株主に帰属する当期純利益 143
親会社株主に帰属する当期純損失 829

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年11月30日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
立 木
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
そ の 他
貸 倒 引 当 金

20,107
4,068
603
301

5,894
5,117
1,290
1,841
990

19,706
7,006
2,199
648

1,135
0

256
2,364
123
200
77
253

12,446
5,668
5,073
1,706

△2

流 動 負 債 16,771
支 払 手 形 3,406
電 子 記 録 債 務 1,071
買 掛 金 3,515
短 期 借 入 金 4,480
１年内返済予定の長期借入金 1,300
未 払 金 1,350
未 払 法 人 税 等 88
設 備 関 係 支 払 手 形 520
そ の 他 1,037

固 定 負 債 9,473
長 期 借 入 金 3,281
リ ー ス 債 務 161
退 職 給 付 引 当 金 4,695
環 境 対 策 引 当 金 10
長 期 未 払 金 27
繰 延 税 金 負 債 1,286
そ の 他 10

負 債 合 計 26,244
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 10,679
資 本 金 2,141
資 本 剰 余 金 1,587
資 本 準 備 金 1,587

利 益 剰 余 金 8,125
利 益 準 備 金 387
そ の 他 利 益 剰 余 金 7,737
固定資産圧縮積立金 7
別 途 積 立 金 7,000
繰 越 利 益 剰 余 金 730

自 己 株 式 △1,174
評価・換算差額等 2,889
その他有価証券評価差額金 2,878
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 11
純 資 産 合 計 13,569

資 産 合 計 39,813 負債及び純資産合計 39,813
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自 2024

至 2025
年
年
12
11

月
月

１
30

日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 44,755
売 上 原 価 34,291

売 上 総 利 益 10,463
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,101

営 業 損 失 637
営 業 外 収 益
受 取 利 息 21
受 取 配 当 金 835
受 取 地 代 家 賃 41
そ の 他 43 942

営 業 外 費 用
支 払 利 息 105
売 上 債 権 売 却 損 56
そ の 他 16 177
経 常 利 益 127

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 49
減 損 損 失 318 367

税 引 前 当 期 純 損 失 240
法人税、住民税及び事業税 35
法 人 税 等 調 整 額 △1 34
当 期 純 損 失 274

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年１月15日

株 式 会 社 ノ ダ
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細 矢 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 純 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ノダの2024年12月１日から2025年11月

30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社ノダ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年１月15日

株 式 会 社 ノ ダ
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細 矢 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 純 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ノダの2024年12月１日から2025年

11月30日までの第88期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

2026年01月23日 15時53分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 27 ―

監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年12月１日から2025年11月30日までの第88期事業年度における取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年１月15日
株 式 会 社 ノ ダ 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 長谷川 倫 源 ㊞
社 外 監 査 役 三 浦 悟 ㊞
監 査 役 上 原 敏 彦 ㊞
社 外 監 査 役 春 山 直 輝 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社の配当政策の基本的な考え方は、業績の状況及び配当と内部留保のバラ

ンスに配慮しながら、配当の安定性を確保するとともに、株主の皆様への利益
還元を行うことであります。また、内部留保金につきましては、財務基盤の充
実強化並びに今後の事業展開に役立てていく考えであります。
なお、当期の期末配当につきましては、これら配当の基本方針並びに当期の

業績等を総合的に勘案し、以下のとおり１株につき15円とさせていただきた
いと存じます。これにより、中間配当金を含め当期の年間配当金は１株につき
33円（前期の年間配当金は１株につき42円50銭、前期に比べ９円50銭の減
配）となります。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円 総額234,834,210円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年２月27日
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第２号議案 取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（11名）は任期満了となりますので、

取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位 取締役会
出席状況

１ 再 任
の だ つとむ

野 田 励 代表取締役社長 12/12回
（100％）

２ 再 任
の だ し ろう

野 田 四 郎 代表取締役専務 12/12回
（100％）

３ 再 任
こう つ はら けん た ろう

髙津原 健太郎 常務取締役 12/12回
（100％）

４ 再 任
みや た よし あき

宮 田 佳 明 取締役 12/12回
（100％）

５ 再 任
ら ち まさ ひろ

良 知 正 啓 取締役 12/12回
（100％）

６ 再 任
にい み たい

新 美 泰 取締役 12/12回
（100％）

７ 再 任
あま ぎし とも き

天 岸 知 樹 取締役 12/12回
（100％）

８ 再 任
は っ と り ゆう じ

服 部 裕 仁 取締役 12/12回
（100％）

９ 再 任
わた なべ しん や

渡 邉 慎 也 取締役 12/12回
（100％）

10 再 任
しお さか けん

塩 坂 健
社 外
独 立

取締役 11/12回
（92％）

11 再 任
たか い あき みつ

髙 井 章 光
社 外
独 立

取締役 12/12回
（100％）
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候補者番号 １
の だ つとむ

野 田 励 1975年７月12日生（満50歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
2005年５月 当社入社 企画室次長 64,300株
2006年12月 当社建材事業部副事業部長
2007年２月 当社取締役建材事業部副事業部長
2009年２月 当社取締役建材事業部長兼製品開発部長
2009年４月 当社取締役建材事業部長兼製品開発部長兼スラバヤプロジェクト国内担当
2011年２月 当社常務取締役建材事業部長兼製品開発部長兼スラバヤプロジェクト担当
2013年１月 当社専務取締役建材事業部、建材製造本部、製品開発部、情報システム室、スラ

バヤプロジェクト担当
2014年１月 当社専務取締役建材事業部、建材製造本部、繊維板事業部、製品開発部、情報シ

ステム室、スラバヤプロジェクト担当、品質管理統括室管掌
2015年１月 当社専務取締役全事業部門及び品質管理統括室管掌、製品開発部、情報システム

室、スラバヤプロジェクト担当
2015年７月 当社専務取締役全事業部門及び品質管理統括室管掌、製品開発部、情報システム

室、海外事業推進室担当
2016年12月 当社代表取締役副社長、全事業部門、品質管理統括室、製品開発部、情報システム

室、海外事業推進室管掌、社長補佐
2017年12月 当社代表取締役副社長、全部門
2018年12月 当社代表取締役社長（現任）

◇取締役候補者とした理由
野田 励氏は、当社において建材事業や製品開発部門の責任者を歴任した後、社長として強

いリーダーシップで当社グループを牽引してきた実績があり、また、当社の事業全般及び業界
に関する豊富な知識や経験等を活かすことにより取締役としての職務を適切に遂行することが
できるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 ２
の だ し ろう

野 田 四 郎 1955年10月16日生（満70歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1988年７月 石巻合板工業株式会社入社 150,000株
1992年２月 石巻合板工業株式会社取締役
2004年１月 石巻合板工業株式会社代表取締役社長（現任）
2006年１月 アイピーエムサービス株式会社代表取締役社長（現任）
2018年２月 当社常務取締役国産材活用事業部長
2021年12月 当社代表取締役専務国産材活用事業部長
2023年２月 当社代表取締役専務清水保全エネルギーセンター、富士川保全エネルギーセンタ

ー担当兼国産材活用事業部長
2025年２月 当社代表取締役専務国産材活用事業部長（現任）

《重要な兼職の状況》
石巻合板工業株式会社代表取締役社長
アイピーエムサービス株式会社代表取締役社長

◇取締役候補者とした理由
野田四郎氏は、当社並びに連結子会社石巻合板工業㈱において主に合板事業に携わり、同事

業及び業界に関する豊富な知識や経験等を活かすことにより取締役としての職務を適切に遂行
することができるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

2026年01月23日 15時53分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 32 ―

候補者番号 ３
こう つ はら けん た ろう

髙津原 健太郎 1959年11月２日生（満66歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1988年11月 当社入社 1,400株
2013年１月 当社建材事業部長
2013年２月 当社取締役建材事業部長
2016年12月 当社常務取締役建材事業部長（現任）
2023年12月 株式会社ナフィックス代表取締役社長（現任）

《重要な兼職の状況》
株式会社ナフィックス代表取締役社長

◇取締役候補者とした理由
髙津原健太郎氏は、当社において主に建材事業の営業部門に携わり、同事業及び業界に関す

る豊富な知識や経験等を活かすことにより取締役としての職務を適切に遂行することができる
ものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 ４
みや た よし あき

宮 田 佳 明 1961年４月６日生（満64歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1987年４月 富士通株式会社入社 3,000株
2017年３月 富士通株式会社退社
2017年４月 当社入社 副社長付部長
2017年12月 当社経営企画部長
2018年２月 当社取締役経営企画部長兼海外事業推進室長
2019年２月 当社取締役情報システム室担当兼経営企画部長兼海外事業推進室長
2021年６月 当社取締役ICTソリューション推進部担当兼経営企画部長兼海外事業推進室長
2025年２月 当社取締役ICTソリューション推進部担当兼海外事業推進室長（現任）

◇取締役候補者とした理由
宮田佳明氏は、富士通㈱に入社後、IT関連業務や海外事業に携わり、同社で培った豊富な知

識や経験等を当社において活かすことにより取締役としての職務を適切に遂行することができ
るものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 ５
ら ち まさ ひろ

良 知 正 啓 1969年１月４日生（満57歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1991年４月 当社入社 3,200株
2017年１月 当社人事部長
2018年12月 当社総務部長兼人事部長
2021年２月 当社取締役総務部長兼人事部長
2024年２月 当社取締役経理部、審査室担当兼総務部長兼人事部長
2025年２月 当社取締役経理部担当兼経営企画部長兼総務部長兼人事部長
2025年12月 当社取締役経理部、市場開発部担当兼経営企画部長兼総務部長兼人事部長

（現任）

◇取締役候補者とした理由
良知正啓氏は、当社において主に人事部門に携わり、人事部門や総務部門の責任者を歴任し

てきた実績から、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き
取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 ６
にい み たい

新 美 泰 1973年10月７日生（満52歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1996年 4 月 当社入社 1,100株
2011年 6 月 当社建材製造本部富士川製造部長
2019年12月 当社建材製造本部副本部長
2023年２月 当社取締役物流部、品質管理統括室、富士川事業所担当兼建材製造本部長
2023年６月 当社取締役物流部、品質保証部、富士川事業所担当兼建材製造本部長
2024年２月 当社取締役品質保証部、富士川事業所担当兼建材製造本部長
2025年２月 当社取締役品質保証部、富士川保全エネルギーセンター、富士川事業所担当兼建

材製造本部長（現任）
2026年１月 アドン株式会社代表取締役社長（現任）

《重要な兼職の状況》
アドン株式会社代表取締役社長

◇取締役候補者とした理由
新美 泰氏は、当社において主に建材事業の製造部門に携わり、また、海外子会社（スライ

ンダー社）の事業運営にも関与しており、これらの事業及び業界に関する豊富な知識や経験等
を活かすことにより取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続
き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 ７
あま ぎし とも き

天 岸 知 樹 1974年３月３日生（満51歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1998年４月 当社入社 1,000株
2020年12月 当社繊維板事業部副事業部長
2023年２月 当社取締役繊維板事業部長
2024年２月 当社取締役清水事業所担当兼繊維板事業部長
2025年２月 当社取締役清水保全エネルギーセンター、清水事業所担当兼繊維板事業部長

（現任）

◇取締役候補者とした理由
天岸知樹氏は、当社において主に繊維板事業に携わり、同事業及び業界に関する豊富な知識

や経験等を活かすことにより取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断
し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 ８
は っ と り ゆう じ

服 部 裕 仁 1965年10月３日生（満60歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1988年４月 当社入社 4,200株
2012年１月 当社製品開発部長
2024年２月 当社取締役製品開発部長（現任）

◇取締役候補者とした理由
服部裕仁氏は、当社において製品開発部門の責任者として長年、多様化する住空間へのニー

ズに対応した建材製品の開発や非住宅向け製品の開発に取り組んでまいりました。その豊富な
業務経験や知識等を活かすことにより取締役としての職務を適切に遂行することができるもの
と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 ９
わた なべ しん や

渡 邉 慎 也 1965年９月９日生（満60歳） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1988年４月 当社入社 2,500株
2013年１月 当社物流部長
2024年２月 当社取締役物流部長（現任）

◇取締役候補者とした理由
渡邉慎也氏は、当社において物流部門の責任者として長年、事業環境の変化に対応したロジ

スティクスの策定・実行に取り組んでまいりました。その豊富な業務経験や知識等を活かすこ
とにより取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役と
して選任をお願いするものであります。
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候補者番号 10
しお さか けん

塩 坂 健 1949年１月28日生（満77歳） 再 任 社 外 独 立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1971年４月 三菱油化株式会社入社 1,000株
1999年４月 三菱化学フォームプラスティック株式会社取締役営業部長
2003年７月 株式会社ＪＳＰ取締役住宅資材部長

油化三昌建材株式会社代表取締役社長
2006年７月 株式会社ＪＳＰ取締役常務執行役員第二事業本部ＥＰＳ事業部長
2012年７月 株式会社ＪＳＰ顧問

ＮＫ化成株式会社代表取締役社長
2014年７月 ＮＫ化成株式会社相談役
2015年６月 株式会社ＪＳＰ顧問退任

ＮＫ化成株式会社相談役退任
2016年２月 当社社外取締役（現任）

◇社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
塩坂 健氏は社外取締役候補者であります。同氏は、他社での会社経営に関する豊富な知識

や経験に加え、業界に関する知見等があり、独立した立場から当社の社外取締役として職務を
適切に遂行することができるものと考えております。また、幅広い見地から当社の経営全般に
的確な助言や指摘が得られるものと期待されるため、社外取締役として同氏の選任をお願いす
るものであります。
なお、同氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって10年となります。

◇社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役候補者である塩坂 健氏との間で、会社法第427条第１項の規定並びに

当社定款第30条の規定に基づく責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠
償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額です。
また、本議案において再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。

2026年01月23日 15時53分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 37 ―

候補者番号 11
たか い あき みつ

髙 井 章 光 1968年６月５日生（満57歳） 再 任 社 外 独 立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数
1995年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1,000株
1995年４月 あさひ法律事務所（現あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所・外国法共同事

業）アソシエート弁護士
1999年６月 須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー
2007年11月 第二東京弁護士会仲裁センター仲裁人候補者（現任）
2011年６月 司法試験考査委員[倒産法]（法務省）
2011年９月 原子力損害賠償紛争審査会特別委員（文部科学省）（現任）
2014年５月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長
2016年６月 髙井総合法律事務所開設 代表パートナー（現任）
2016年６月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役（現任）
2017年１月 日本商工会議所経済法規専門委員会委員（現任）
2017年６月 株式会社NEW ART（現NEW ART HOLDINGS）社外監査役（現任）
2020年11月 株式会社コジマ社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年２月 当社社外取締役（現任）
2021年12月 大和証券リビング投資法人監督役員（現任）
2022年４月 一橋大学大学院法学研究科特任教授
2024年４月 一橋大学大学院法学研究科客員教授（現任）

《重要な兼職の状況》
髙井総合法律事務所 代表パートナー
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役
株式会社NEW ART HOLDINGS社外監査役
株式会社コジマ社外取締役（監査等委員）
大和証券リビング投資法人監督役員

◇社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
髙井章光氏は社外取締役候補者であります。同氏は、企業法務に精通しており、また、会社

更生管財人代理として会社の経営に関与した経験もあることから、同氏の弁護士としての法律
に関する専門知識や経験等を活かすことにより、独立した立場から当社の社外取締役としての
職務を適切に遂行することができるものと考えております。また、幅広い見地から当社の経営
全般に的確な助言や指摘が得られるものと期待されるため、社外取締役として同氏の選任をお
願いするものであります。
なお、同氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって５年となります。

2026年01月23日 15時53分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 38 ―

◇社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役候補者である髙井章光氏との間で、会社法第427条第１項の規定並びに

当社定款第30条の規定に基づく責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠
償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額です。
また、本議案において再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。

（注）1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は社外取締役候補者塩坂 健氏及び髙井章光氏を、東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員に指定し、同取引所に届出ております。
3. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しております。
当該保険契約により、被保険者が当社取締役としての業務につき行った行為に起因し
て損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補填する
こととしております。各取締役候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者
となります。なお、当該保険契約は１年毎に契約更新しており、次回更新時において
同様の契約内容で更新を予定しております。

以 上
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2026年2月26日（木曜日）  午前10時
〔受付開始は午前9時30分〕 
東京都千代田区神田駿河台三丁目11‒１
三井住友海上駿河台新館
TKPガーデンシティ御茶ノ水 ３階 
カンファレンスルーム３B～３C

日  時

会  場

●ＪＲ中央線・総武線 御茶ノ水駅　　　　  聖橋口より徒歩４分
●東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅　　　　　   １出口より徒歩６分
●都営新宿線 小川町（東京都）駅  B3b出口方面※
●東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 　　　　　 B3b出口方面※
●東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 　　　 B3b出口方面※
※上記経路図のとおり、B3b出口から地上に出ず、さらに地下通路をお進みください。
ご来場の際は、電車など公共交通機関をご利用ください。

交  通
機  関

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

定時株主総会会場

ご案内図

神尾
記念病院

トーア再保険
本社ビル

ニコライ堂

交番

日本大学
歯学部付属
歯科病院

日本大学病院

瀬川
ビルディング

NTT駿河台ビル

ローソン

三井住友海上
駿河台ビル

ファミリーマート

日本大学理工学部

井上眼科病院

全電通
ホール

斯文会館

聖橋口

出入口１

B3b出口

御茶ノ水駅御茶ノ水駅

新御茶ノ水駅新御茶ノ水駅

御茶ノ水駅御茶ノ水駅

淡路町駅淡路町駅
小川町（東京都）駅小川町（東京都）駅

湯島聖堂御茶ノ水
郵便局

御茶ノ水
ソラシティ

お茶の水
ホテルジュラク

三井住友海上
駿河台新館（会場）

淡路町

外神田二丁目
聖橋

駿河台三丁目

駿河台

神田川

17
403

403

405

405

経路図　地下　（B3b出口周辺）

御茶ノ水デンタルクリニック

B3b出口
こちらから地上に
出ないでください。

１Fエントランスホール直結
エスカレーター

カンファ
レンス
ルームB1

タリーズ
コーヒー

千代田線
新御茶ノ水駅方面
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